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環境審査顧問会風力部会（オンライン会議） 

議事録 

１．日 時：令和３年８月５日（木） 15:04～17:08 

２．出席者 

  【顧問】 

   河野部会長、阿部顧問、岩田顧問、川路顧問、河村顧問、近藤顧問、鈴木雅和顧問、

平口顧問、水鳥顧問、山本顧問 

  【経済産業省】 

   江藤環境審査担当補佐、野田環境審査担当補佐、須之内環境審査専門職、 

萬上環境影響評価係長、工藤環境審査係 他 

３．議 題 

（１）環境影響評価方法書の審査について 

①ＡＲ風力発電株式会社 （仮称）七尾志賀風力発電事業 

方法書、補足説明資料、意見概要と事業者見解、石川県知事意見の説明 

（２）環境影響評価準備書の審査について 

①電源開発株式会社 （仮称）北鹿児島(西地区・東地区)風力発電事業 

準備書、補足説明資料、意見概要と事業者見解、鹿児島県知事意見、環境大臣

意見の説明 

４．議事概要 

 （１）開会の辞 

 （２）環境影響評価方法書の審査について 

①ＡＲ風力発電株式会社「（仮称）七尾志賀風力発電事業」 

方法書、補足説明資料、意見概要と事業者見解、石川県知事意見について、質

疑応答を行った。 

 （３）環境影響評価準備書の審査について、 

①電源開発株式会社「仮称）北鹿児島（西地区・東地区）風力発電事業」 

準備書、補足説明資料、意見概要と事業者見解、鹿児島県知事意見、環境大臣

意見について、質疑応答を行った。 

 （４）閉会の辞 

５．質疑応答 
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（１）ＡＲ風力発電株式会社「（仮称）七尾志賀風力発電事業」 

＜方法書、補足説明資料、意見概要と事業者見解、石川県知事意見＞ 

〇顧問  それでは、早速ですが、本日の１件目、ＡＲ風力発電株式会社、コンサルは日

本気象協会で，七尾志賀風力発電事業の方法書についての質疑応答を始めたいと思いま

す。 

  最初に、補足説明資料の９番、重複事業との関係なのですが、まず１つは、補足説明

資料の図１によりますと、風車の配置数がトータルで11基になっていますので、12基か

ら11基にするということと、北、中、南と３か所に分かれていますけれども、南側のエ

リアについては風車の配置がないということで今後も計画は進行するということでよろ

しいでしょうかということです。 

  それと、一番大きな重複は、他事業者の志賀風吹岳風力、あるいは能登里山風力とも

一部重複していますので、これとの関係は最終的にどういう形になるのか、改めて説明

をお願いできますでしょうか。 

○事業者  ＡＲ風力発電です。この９の設問に対する事業者の見解に書いてあること以

外の点についての補足という意味でよろしいでしょうか。 

○顧問  最新の状況で説明をお願いしたいのですけれども。 

○事業者  最新でここに見解を述べさせていただいたとおりでございまして、各事業者

ともＦＩＴ事業計画認定を得たばかりのところでして、それぞれ設計を進めているとこ

ろになります。一、二度程度情報交換をしておりますけれども、今後を含めてお互いに

計画を理解し合いながら調整できていければという段階になっております。 

○顧問  そうすると、志賀風吹岳については、イメージ的には、今事業者が提示されて

いる南側のところは取りあえず配置をしていないという状況で協議が進みそうだという

ことは分かるのですが、能登里山のところはまだよく分からないという状況でしょうか。 

○事業者  おっしゃるとおりです。能登里山風力発電事業に関しては方法書が出ていな

い状態だと理解しておりますので、特に協議等はしておりません。 

○顧問  分かりました。それから、風車の配置数が当初の予定は12基だったのが11基に

なっていますけれども、これで取りあえず計画を進めていくということでよろしいです

か。 

○事業者  そのとおりでございます。 

○顧問  分かりました。それでは、先生方、よろしくお願いします。御意見等ございま
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せんか。大気関係の先生からいきましょうか。 

○顧問  私がした質問ではないのですけれども、騒音関係の先生がなされた補足説明資

料13番のところなのですが、そこで騒音関係の先生からコンクリート供給基地のルート

とか、コンクリートミキサー車の台数について質問されています。その回答で、コンク

リートミキサー車の台数が26台／日ということで、風力発電機の基礎コンクリート１か

所当たり102.66m3という回答がされているのですが、そんなに少ないのでしょうか。

100m3ぐらいですと、例えば基礎にコンクリートを２ｍ埋めるとすると、平面的には７ｍ

×７ｍぐらいの範囲だと思うのですけれども、今までの事例で言うと、直接基礎ですと、

4.2MW級では、１辺が16ｍから20ｍぐらいあったかと思うのです。方法書自体に基礎の図

面がないので、よく分からないのですが、こんな少なくていいのかどうか、ちょっと確

認をお願いします。 

○事業者  これにつきましてはお調べして、この時間中にお答えできれば、後ほどお答

えさせていただきたいと思います。申し訳ございません。ちょっと確認いたします。 

○顧問  では、次に行きます。先に騒音関係の先生、いきましょうか。 

○顧問  すみません、大気関係の先生、ありがとうございます。私も同じように思いま

す。先ほどの補足説明資料13の回答、コンクリート１ヶ所当たり102m3というのは１桁違

うのではないかと思っております。ですから、大型車もこの10倍ぐらい、26台ではなく

て、260台ぐらいかと思っているのですけれども、確認していただければと思います。 

○顧問  それでは、事業者の方、確認を至急お願いします。動物関係の先生、お願いし

ます。 

○顧問 補足説明資料の38番、39番、45ページと46ページですけれども、レーダー調査に

ついてです。 

  回答された内容は理解できるのですけれども、特に私が言いたかったのは、レーダー

調査をするには、それなりにコストがかかります。コストがかかるということは、それ

なりに、せっかくだから利用できるデータを出されないともったいないではないかとい

う感じがします。なので、予測評価に使えるとするならば、実際に既設風車に対してど

ういう反応をしているか、風車がないところではどういう反応をしているか、比較でき

るようなデータを取ると一番使えるのではないかと思うのです。その辺のところで、せ

っかく近くに既設風車があるわけで、それを使わない手はないと思うのです。ただ、他

事業者の既設風車があるからといって、遠慮してそこの調査ができないものなのでしょ



- 4 - 

 

うか。素朴な疑問ですけれども。 

○事業者  日本気象協会です。記載させていただいたとおり、確かに今、隣接するよう

な形で他事業者の風車が並んでいるわけでございますが、現状としては、レーダーを照

射する範囲と、その範囲を広げ過ぎますと、今度データがかなり粗くなるということも

ございますので、なるたけ使えるようなデータを取ろうとすると、どうしても範囲を狭

めないといけなくなってくるところもございます。 

  今、先生がおっしゃられた他事業の関係については、調整が必要になってくると思い

ますので、一応レーダー調査は、当案件では実施する方向で進めております。また、そ

の辺りを検討しながら、調整させていただきたいと思います。 

○顧問  たまたまですけれども、例えば今、虫ヶ峰の風車群のところは建て替えで方法

書まで上がっています。そちらの方でレーダー調査されるということであれば、そのデ

ータを使わせてもらうわけにはいかないのでしょうか。これもまた素朴な疑問ですけれ

ども。 

○事業者  やはり同じ事業者であれば、そこは問題なく進められると思いますし、確か

に虫ヶ峰風力の方は今リプレースといったところで、そういった方法書等を出されてい

ることも存じております。この段階で回答までできるものではないと思っておりまして、

なるたけ先生方の意に沿えるような形では進めたいと思っておりますが、何分にも今回

の回答としてはこの程度になるかと思っております。調整させていただきたいと思いま

す。 

○顧問  すみません、別に困らせるつもりはないのですけれども。 

○事業者  ありがとうございます。 

○顧問  それと、もう一点ですけれども、方法書の371ページに生態系の注目種の選定の

マトリックス表が出ているのです。その中で表現が分からないのが、典型性の方法を挙

げたときの評価基準で、生物群集の多様性を特徴づけるという評価基準を設けておられ

て、この評価基準については、トウホクノウサギとかホンドタヌキ、アオダイショウは

該当するけれども、カラ類は一部該当する。これは想像できないのだけれども、どうい

うことを意味したものなのでしょうか。 

  タヌキは確かに生物群集の多様性、いろいろなものを食べたり、いろいろなところに

出入りしたりというのは分かるけれども、それと草食性のトウホクノウサギが同列にな

って、カラ類はそれより劣るということになると、どういうイメージなのか、ちょっと



- 5 - 

 

分からなかったのです。 

○事業者  ここの部分をもうちょっと整理させていただいてもよろしいでしょうか。 

○顧問  そんなに難しい問題でなければ別にいいのですけれども、私が理解できないだ

けかもしれませんが、分かれば教えてくださいという程度です。 

○事業者  今、御回答ができないところがございます。失礼いたしました。 

○顧問  分かりました。 

○顧問  生物関係の先生、お願いします。 

○顧問  先ほどの先生のレーダーに関する御質問にもちょっと関連するのですが、既設

の南側のところが続いた尾根のところで既設の風車がありますので、本来であれば、そ

こで現況のバードストライク調査、死骸調査をできるのが一番望ましいとは思います。

ただ、他事業者ということでなかなか難しいと思うのですけれども、いろいろ調整され

ているというお話しでしたので、例えば過去に、点検等の際にどういったものが見つか

っているかとか、そういう情報につきましては、極力その調整の中でヒアリングを行っ

ていただきたいと思いますので、可能な範囲でその辺りの既設の情報をできるだけ収集

して、準備書に掲載できるようにしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○事業者  日本気象協会です。その辺り、なるたけ補強した上で、準備書に載せられる

ような形で検討したいと思っております。 

○顧問  よろしくお願いいたします。 

○顧問  この生態系のところですけれども、典型性、タヌキ、いわゆる一般的なイメー

ジでタヌキは分かりますが、風力発電ということを考えたときに、本当にタヌキでいい

のかというイメージがあります。先日の能登中のところでは、やはり同じ状況になって

いましたけれども、重複している事業者の方は、タヌキではなくて鳥類を選んでいて、

上位性はノスリにして、カラ類は餌にならないということで注目種を組み替えてやって

いるという例もあるのですけれども、そういうことは考えられないのかどうか、いかが

でしょうか。 

○事業者  日本気象協会です。その辺りも、まずは猛禽類調査というところから進める

ことになっておりますので、その中で営巣地状況がどのように出てくるかといったとこ

ろで、上位性の判断はしてまいりたいと思っております。 

  この能登半島は、オオタカの繁殖がもともと少ないという情報があったのですけれど

も、ここ数年、かなり繁殖しているといった情報があったものですから、今回の上位性
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としては今、オオタカとしております。ただ、周辺の状況を見てみますと、オオタカを

はじめとして、サシバ、ハチクマ、ノスリ、ミサゴといったところの繁殖地が出てくる

というところは想定されますので、それを踏まえて、その辺りの注目種に対しては変更

もあり得ると考えておりまして、その際には、典型性につきまして、今、先生がおっし

ゃられたようなカラ類とか、そういった鳥類に関したところの選定も考えられると思っ

ております。 

○顧問  ところどころにちらちらと出てくるのですけれども、クマタカも出てきそうな

状況にあるので、それも踏まえて検討をお願いしたいと思います。 

○事業者  クマタカに関しましては、有識者からも七尾市辺りまではクマタカが出てい

るという話は伺っておりますが、当区域付近には、まだあまり飛翔データがないと最近

のデータからも聞いておりますので、まずクマタカのデータもしっかり取りながら、そ

の辺りを検討してまいりたいと思います。 

○顧問  よろしくお願いします。そのほか、いかがでしょうか。水関係の先生、何か御

意見ありますか。 

○顧問  先ほどほかの顧問から話があった９番の質問に関連して、南ブロックのところ

を対象地域から今後外されるのかどうかというところを確認したいと思います。という

のは、この南側ブロックのところに田尻滝の付近が含まれるのですけれども、田尻滝付

近のため池について、私から30番とか31番で少し御質問いたしました。 

  同じような、田尻滝のことに関する質問が、知事意見の(3)水環境のエのところにござ

いまして、「重要な地形地質に選定する『田尻滝』の特性に影響を与えるため、水量を調

査し、影響の程度を予測及び評価すること」という意見が出ていまして、もし南側ブロ

ックが入らないのであれば、この調査等も必要ないのかと思ったりもしているものです

から、少しお伺いしたいと思っています。 

○顧問  事業者、若しくはコンサルの方、回答できますか。 

○事業者  ＡＲ風力発電です。南側、御指摘のところについては、今のところは、冒頭

で述べていただいた御理解のとおりで、そこには配置しないようなことで考えていると

ころですけれども、これから全体の詳細設計とか許認可の協議を進めていったときに、

配置の変更になることもありますので、現時点で全く絶対建てないということは分から

ない状態であります。 

  仮に建てることになったときに、田尻滝へ工事中の土砂の流出等の御懸念ということ
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になるかという理解ですけれども、そこは流域が違うと思っておりまして、影響はない

か、あるいは工事計画の中で、そちらへ影響しないようなところで計画を進めたいと思

っております。田尻滝はずっと北から流れてきていますので、そこの水量が減るとか、

濁るとかというところは、全体的に工事計画の中で配慮して行いたいと思っております。

距離も結構ありますので、沈砂池等を適切に計画することで防げるものだと思っていま

す。 

○顧問  田尻滝は流域が違うにもかかわらず、流量調査しますという御回答をされてい

るので、ここはどうなのかと私も思っておりました。  

○顧問  今のに関係しますけれども、水の関係ではないのですが、全般的に動物の調査

点の配置の状況を見ると、南側も事業を実施するという前提になって配置がされている

のですけれども、北側のところが少し薄いかというイメージがありますので、もし南側

で実施しないという状況になった場合には、調査点の配置をちょっと北側にシフトした

方がよろしいのではないかと思います。最終的にどうなるか分かりませんけれども、調

査に取りかかるまでの間にちょっと御検討いただきたいと思います。 

○事業者  承知いたしました。 

○顧問  そのほか、いかがですか。続けて私から１つ、渡り鳥の調査の調査点なのです

けれども、対象事業実施区域の中だけに調査点が配置されていますが、周辺には配置し

なくても大丈夫でしょうかという質問です。 

○事業者  ここの部分辺りですと、ほぼ北東から南西という流れの動きが見られると想

定されていて、有識者からもそのような流れだというところを受けていますので、まず

この区域内で調査点を取っておりますが、その流れで押さえることができるのではない

かと今考えております。 

○顧問  取りあえず了解です。先日もちょっとコメントしましたけれども、知事意見で、

世界農業遺産の認定基準に掲げられる生物多様性景観に十分配慮することという大きな

意見が出ていますが、これに対して準備書段階でどのように対応されるのか、今の段階

でお考えがありましたら、ちょっと説明をお願いしたいのですが。 

○事業者  ＡＲ風力発電です。そういう御指摘を受けたばかりでして、石川県の担当部

局等と直接協議をした実績はまだございませんので、これから当局とアプローチさせて

いただいて、御指導を受けてまいりたいと思います。現段階で特別何をするとかという

ところはまだ見解としてございません。 
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○顧問  了解です。準備書の段階でどのように対応されるか、基本的な考え方をはっき

りさせて対応していただきたいと思います。 

○事業者  承知いたしました。 

○顧問  そのほか、よろしいですか。コンサルは能登中と同じ日本気象協会なので、知

事意見もほぼ同じ内容になっています。昨日のやりとりを参考にしていただいて、準備

書に向けて準備をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

○事業者  了解いたしました。 

○顧問  それでは、大体一通りの意見は出ていると思いますので、事業者間での協議が

どうなるかちょっとよく分からないところがありますけれども、準備書に向けての作業

の準備をお願いしたいと思います。 

○事業者  すみません、ＡＲ風力ですが、冒頭頂戴しました基礎コンクリートの量が違

うのではないかというところですが、今、構造を確認してみましたら、おっしゃるとお

りでして、少なくとも１基当たり1,000トンはあると思いますので、先生御指摘のとおり

で、10倍からそれ以上になろうかと思います。この辺は記載ミスでございますので、訂

正させていただきたいということとともに、コンクリートミキサー車の台数については、

その10倍ぐらいになりますので、適切に評価に結びつけていきたいと思っております。 

○顧問  騒音関係の先生、大気関係の先生、よろしいですか。 

○顧問  了解しました。 

○顧問  結構です。 

○顧問  それでは、事務局にお返しします。 

○経済産業省  事業者におかれましては、本日、顧問からの御指摘等を踏まえまして、

準備書に向けてしっかり御対応いただければと思います。 

それでは、これをもちましてＡＲ風力発電株式会社（仮称）七尾志賀風力発電事業方

法書の審査を終了させていただきたいと思います。 

  

（２）電源開発株式会社「仮称）北鹿児島（西地区・東地区）風力発電事業」 

＜準備書、補足説明資料、意見概要と事業者見解、鹿児島県知事意見、環境大臣意見＞ 

○顧問  それでは、本日２件目ですが、電源開発株式会社、コンサルはアジア航測で、

（仮称）北鹿児島（西地区・東地区）風力発電事業の準備書についての質疑応答を始め

たいと思います。 
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  冒頭、恐縮ですが、補足説明資料の11番、12番、他事業者との関係のところです。大

気関係の先生から、さつま風力発電についての質問が出ていますけれども、確認ですが、

さつま風力とユーラスの北薩風力は西地区が重複しているのです。事業者の回答では、

さつまは準備書を提出しない方向だと回答にありますが、これは確定でよろしいのでし

ょうか。あるいは、ユーラスと話し合いはできているのかどうかというところの説明を

お願いします。 

○事業者  電源開発です。３社競合しているエリアになりますけれども、事業者間の調

整の努力はしているところでございまして、ジャパンウインドの計画業者とは協調する

ことで昨年進めています。一緒に検討しているところなのですけれども、事業化が決定

しましたら、こちらの計画で進めるということが決定しています。 

  ユーラスエナジーとは協議する努力を試みてはいるのですけれども、なかなかできな

い状況ではございます。引き続き話ができないかということかと認識しております。 

○顧問  これは協議がうまく整わないと、何かややこしい計画になりそうですが、何と

か調整をしていただきたいと思います。 

  先生方でいかがでしょうか。造成関係の先生、手が挙がっています。 

○顧問  質問の10番を開けていただいて、ここで残土の指摘をしたのですけれども、現

時点で残土量は地山で210万m3、これが配慮書と方法書のときに出ていなかったのではな

いかと思ったのですが、準備書になってから急に数字が出てきて、膨らませて250万m3、

これをダンプで運んで、40万台近いダンプが移動するということが、環境影響評価上、

どのくらいの重みを持つかということがちゃんと理解されているのかどうか、その辺が

非常に心配だったので、この質問をしました。 

  御回答にもう一回２Ｑで挙げたのですけれども、そういう残土処分での影響が、ほか

でコンクリート搬入とか、伐採樹木の搬出とか、非常に細かく数字を積み上げて評価し

ているわけですが、それに対して桁が違うぐらいのものがこういう形で出てきて、これ

がちゃんと評価されているのだろうか。私は、騒音とか振動は全然素人なので、お二人

の先生に補足していただきたいのですけれども、準備書の中でも、ただ210万m3という数

字１行で済んでしまう書き方で、かつ場外搬出は外部の業者で適切に処理される計画で

あると片づけられているのが私にとっては非常に疑問で、ほかの環境影響評価の細かい

積み上げの努力が、これに対して一体どのくらいの重みなのかということが非常にアン

バランスに感じます。 
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○事業者  御指摘のとおり、配慮書、方法書段階では、まだ事業熟度というところで、

このレベルの数字感というのは御提示できていない状況でした。では、これをどうして

いくかというところで、今回の２Ｑでもお答えしておりますけれども、場外搬出で言い

ますと、その数量がどの程度の影響になるのかというところは、私どもとしても適切に

予測評価させていただいているという認識でございます。ただ、絶対値として、では、

これぐらいの割合で出すことがどうなのかというのは別の話でございますけれども、予

測評価としては、やるべきことはやっているというところです。 

  それから、この準備書の中でも、他事業での有効活用、それから残土処分場での適切

な処理をさせていただいております。これは鹿児島県知事意見等々でも、尾根上の盛土

処理は極力避けるべきであるという御意見をいただいたところで、準備書段階ではこう

いう形で、対象事業実施区域内での盛土をできるだけ減らしていくというところを考え

させていただいたところでございます。 

  ただ、ではどこで処理をするのか、どう処理するのかというところは、まだ確定し切

れていないところではございますけれども、今回の１Ｑに有効活用、有効利用の予定地

というところでお示ししておりますが、こういった方で有効活用していただくよう関係

自治体であるとか、関係機関と鋭意調整を進めているところでございます。 

  また、評価書に向けては、210万m3という数字をさらに減らすことができないかという

ことで、今、更なる設計検討を進めているところでございますので、そうしたところを

踏まえて御理解いただければというところでございます。 

○顧問  あと、電源開発のプロジェクトをここ数件見させていただいている中で、私が

一番気になるのは、方法書の段階で事業の熟度が低いということで、造成がほとんど白

紙になって出てくるのです。ですけれども、私から思うと、電源開発は電力開発のパイ

オニアで、かつ事業経験も豊富なので、どういう事業だったらどのくらい造成が起きる

かというのは多分検討がつくと思うのです。それを方法書、配慮書の段階である程度概

算としても明らかにした上で、どういう処理の仕方が適切なのかの代替案を、どのよう

に検討するかということが方法書の段階から検討されていないと、いきなり準備書でこ

ういう形で出られても、フィードバックしにくいのです 。 

  そういうことで、電源開発の方法書のつくり方、これは準備書ですけれども、遡って、

もう一回考え直していただきたいというのがお願いです。 

○事業者  電源開発です。電力事業としましては、もちろん水力、火力と実績がありま
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すけれども、風力も20年ほどの歴史になっております。そんな中で、今の新規の地点が、

割と山の尾根線、急峻地になっていまして、時代とともに開発地点が変わってきている

現状がございます。 

  今回、北鹿児島の準備書でさせていただいて、発生土量としてはかなり大きいという

ことを認識しております。今後、技術の蓄積をされていくものと思っておりまして、今、

幾つかアセスの手続をさせていただいておりますけれども、こういった事例もどんどん

出てくる中で、知見も出てくると思います。 

  今回、数字もかなり大きくなっていますけれども、土量のスリム化も引き続き検討さ

せていただいておりまして、何とか環境への影響を低減できるように努力しているとこ

ろでございます。 

○顧問  私は、15年ぐらいニュータウンの造成をやっていましたので、どういう地形で、

どういう開発をしたら、土がどうなるかは大体検討がつくのですけれども、スリム化す

ると言っても限界があると思います。ただ、この量を処理するとなると、県・市という

レベルもそうですけれども、国とか、そういうところと調整して、有効に土を使えると

ころを本当に真面目に探した方がいいと思うのです。 

  場内の安全対策として、場内処分するのを考え直したということはすごくいいと思う

のですけれども、その分がほかで災害になったら何もなりませんので、例えばそれが公

共事業の残土処分でも、公共事業で出た土がどこに行っているか分からないというのが

現状なのです。ですから、余計にこういうことを心配して申し上げているわけです。 

○事業者  なかなか難しい課題かと思っておりますけれども、適地というと山になって

くるというところでございますので、引き続き企業努力として技術の積み重ねも併せて

やっていきたいと思います。 

○顧問  では、次に行きましょうか。大気関係の先生、お願いします。 

○顧問  今の先生の質問に関連しますけれども、工事用車両についてちゃんと評価がな

されているかということに関しては、私も補足説明資料の32番の辺りで質問しているの

ですが、回答はやっているということなのです。ただ、記載が非常に分かりにくいので、

県知事意見の２番目の個別事項の大気環境に対する影響のところでも、「残土量に起因

する大気質の調査、予測及び評価の記載がないため」と書かれています。つまり、県の

審査会は、どこにそれが記載されているか理解できなかったという内容になっていると

思うのです。ですので、評価書を作成する際には、それがちゃんと分かるように記載し



- 12 - 

 

ていただきたいというのが１番目のお願いです。これはどうでしょうか。 

○事業者  まさに御指摘いただいたとおりで、県知事意見のところも、準備書の記載が

そういう意味では分かりにくかったというところで、こういう御意見をいただいたと認

識しております。ですので、評価書作成に当たりましては、考え方、どういう数字をど

う考えて設定したかというところを分かっていただけるよう工夫した評価書づくりに努

めてまいりたいと考えております。 

○顧問  それから、あと幾つかあるのですけれども、補足説明資料の５番で、積み替え

場所はどこでしょうかということを聞いています。御回答として、航空写真でここだよ

というのを示していただいているのです。予定地１はいいのですが、予定地２について

お伺いしたいのです。予定地２というのは、現況は竹やぶか何かなのでしょうか。 

○事業者  住居という意味では、周辺にはないという認識をしております。航空写真の

南側に建屋のように見えるところはあるのですが、現状として住居ではないという認識

を。失礼しました。直近のところに建屋のようなものが見えますけれども、これは住居

ではないという認識をしております。さらに、南、100ｍ行くか行かないかのところには

建屋がありまして、こちらの方は人が住まれているところという認識がございますので、

評価書の段階では、もう一度積み替えは精査の上、更新をするというところで、必要と

なった場合には積み替え場での大気質の予測を検討させていただきたいと考えておりま

す。 

○顧問  それから、１Ｑの際に４つほど回答をしてもらっていない質問があるのですけ

れども、それは認識されていますでしょうか。 

○事業者  いただきましたものを全て反映した認識でいるのですけれども、漏れがござ

いましたら、もう一度確認して、改めて回答させていただきたいと思います。 

○顧問  では、ちょっと言いますけれども、準備書の527ページの３行目、粉じんの建築

機械の稼働のところの予測の式ですけれども、このＲｍの式のＲｍは、風向別降下ばい

じん量ではなくて、セクションタイトルのとおり、発生源メッシュ別降下ばいじん量で

はないでしょうかという指摘と、記号の説明であるＮｍは、風向のｓに含まれるメッシ

ュ数ではないでしょうかということで、その次の２のセクション、風向別降下ばいじん

量のセクションと併せて全体の記載をちょっと見直してくださいというのが１つ目です。 

○事業者  承知いたしました。まず、Ｒｍについては御指摘いただいたとおりかと認識

しておりますが、再度精査して回答させていただきます。 
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○顧問  それから、２つ目が準備書713ページなのですけれども、ここでの質問は、事業

者が自主的に採用した基準の実際の気象条件を考慮しない場合、風車の影がかかる時間

が年間30時間かつ１日30分を超えないについて、これを超える民家が出たわけですので、

この評価を用いるのであれば、配慮書に対する経産大臣意見４の環境保全措置の検討に

対する事業者の見解にあるように、まずは風車の位置をさらに変える等の回避を検討す

べきではないでしょうか。 

  また、準備書の中に記載のある地形は考慮しているものの、住居周辺の樹木や建物等

の遮蔽及び実際の気象条件は考慮していない計算結果であり、樹木の生育状況や実際の

気象条件における日照時間、風車の影が発生する時間帯によっては、対象の住居におい

ては視認されない可能性がある。そういう記載があるわけですけれども、このことにつ

いて、何らその根拠になるデータ等が示されていないという指摘です。 

○事業者  まず、この基準に関してですけれども、１つは、この記載のとおり、年間30

時間と１日30分の両方が超えるということで該当する場合に、保全対象として考えるべ

きかという認識でおります。そうしたところで、今回予測の結果、年間30時間を超える

面に関しては９件ございましたけれども、１日最大30分を超えるものはなかったという

ところで、現在の記載とさせていただいているところです。 

  それで、後段の周辺の樹木の状況等々の根拠というところなのですけれども、ここは

環境省のＱＡ、やりとりの際にも御指摘いただいておりまして、ここについては、１つ

丁寧な御説明ができるように、評価書段階で工夫させていただきたいと考えております。 

○顧問  前半のところですけれども、実際の気象条件を考慮しない場合、風車の影がか

かる時間が年間30時間かつ１日30分を超えないというのは、ちょっと日本語が分かりに

くいのですが、これは「超えない」というのが共通部分なのですね。だから、風車の影

がかかる時間が年間30時間又は１日30分を超えない。どちらか一方を超えたら基準に引

っかかってしまうという意味ですので、ここのところはちゃんと間違えないようにして

いただきたいと思うのですが。 

○事業者  もう一度、この基準となっている基の図書といいますか、原典を確認して、

適切に対応させていただきたいと思います。 

○顧問 原典を確認してみてください。それから、３つ目ですけれども、今度は1638ペー

ジの主要な眺望点６番で、とうごう五色親水公園キャンプ場の写真があると思います。

その下部に黒い線の範囲で示した対象事業実施区域がありますが、これは何を示してい
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ますかという質問です。上の方にも赤い矢印の対象事業実施区域がありますが、どうい

う関係にあるのでしょうかという質問です。 

○事業者  ここに関しましては、情報として入っているべきではない情報が入ってしま

っておりましたので、評価書で修正いたします。 

○顧問  それから、最後ですけれども、1653ページ以下のところなのですけれども、紫

尾山からの将来のフォトモンタージュ写真は、拡大してみても風車がほとんど写ってい

なくて、私はＰＤＦで頂いているのですが、現況の写真に比べて大幅に解像度が劣るよ

うな写真になっています。Ｊ―31の風車は3.85度の垂直視野角なので、それなりにイン

パクトを持つと思いますが、風車が写っている周辺をもう少し拡大して、通常の肉眼の

視野角と同等のモンタージュにすべきではないでしょうか。また、ほかのモンタージュ

も解像度が粗過ぎるのではないでしょうかという質問です。 

○事業者  準備書に掲載している解像度に関しては、もともと撮った写真の解像度と基

本的には変えずにモンタージュをつくり、また図書の原稿として載せたという認識でご

ざいます。ただ、ちょっと距離が遠かったりとか、パノラマで写している分、どうして

も小さくなっている部分はあろうかと思いますので、評価書においては、例えばこのパ

ノラマのうち、人の画角に近い画角の範囲を拡大してお示しするなど、分かりやすいも

のとなるように工夫させていただきたいと考えております。 

○顧問  私が頂いた準備書のファイルでは、モンタージュは完全にモザイクがかかった

ような感じで、四角いピクセルがはっきり分かるような感じになっていましたので、修

正をよろしくお願いします。それから、ほかのモンタージュに関しても、拡大したとこ

ろについては、水平視野角を入れてくださるようにお願いします。 

○事業者  準備書図書と一緒にＰＤＦファイルを電力安全課に御提供しているのですけ

れども、ファイルが大きくなるものに解像度というところもあったかもしれません。今

後、御提供の際には御留意させていただくようにいたします。 

○顧問  よろしくお願いします。 

○顧問  それでは、次、騒音関係の先生、お願いできますか。 

○顧問  先ほどのほかの顧問の質問で、私に何回か振られているのは存じております。

補足説明資料の10番でしたか、残土についてというところで、回答が100万m3から200万

m3の土量が発生するということで、これを搬出することになると、騒音・振動に影響が

あるのではないかということでした。事業者は適切に処理されているということなので
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すけれども、今、準備書段階まで来ていますので、この後、評価書に移る前に、この件

で少し納得できるような検討をしていただきたいと思っています。 

  100万m3というのは、昔、東京の築地新市場の汚染土壌を洗ったときの土壌の量に近い

のです。うろ覚えですけれども、50万m2のところを２ｍぐらい掘ったぐらいの土を取り

出して、それを全部きれいに洗ったということですので、100万m3だと相当大きな量だと

思います。この量を10m3ずつぐらい持ち出したとしても、10万台ぐらいの大型車が必要

になってくるだろうと想像しますし、それを１年間かけて10万台で運搬輸送するとする

と、１日当たり200～300台の大型車が走ることになってきます。 

  そうすると、コンクリート打設時のコンクリートミキサー車の量なのですけれども、

あれが１日、コンクリート1,000m3必要で、ミキサー車が１台当たり４m3ぐらい運ぶとい

うことですので、やはり250台ぐらい必要になってしまう。コンクリートですから、何時

間も置いておけないので、例えば１日でコンクリートを打設するとして、やはり１日250

台必要になってくる。それと、これぐらいの残土の持ち出しになるのではないかとちょ

っと想像してしまうのです。私の計算もちょっといい加減かもしれませんけれども、そ

の辺りを事業者の方も少し試算されて、それは適切に処理すれば問題ないということを

数値的に示していただくようにしていただきたいと思います。今すぐでは無理かもしれ

ませんので、評価書ができる頃か、その辺りでもいいと思います。 

  まずこれでいかがでしょうか。 

○事業者  御指摘の点、１つ確認させていただきたいのですが、準備書の566ページをご

覧いただけますでしょうか。これが予測の際に設定した工事用車両台数となります。各

地点で何台を通すかというところで分けているのですけれども、例えばＴＮＷ１はコン

クリート打設時を予測対象としまして、工事関係車両としては大型車、いわゆるダンプ

トラックが376台、それから小型車、基本的には通勤車になりますけれども、これが６台

で、１日382台が走るという想定。それで下の方を見ていただきますと、造成時にはＴＮ

Ｗ２という地点では、造成のために814台車両が発生するという想定になっております。 

  当然、造成とコンクリート打設が同じタイミングで実施されてしまうと、単純に足し

算をした1,200台近い台数が走りますので、そこに関しましては、事業者と調整させてい

ただきまして、コンクリート打設の際に土砂搬出は行わないという条件設定をした上で

今回は予測しております。 

  まず、数字としてはそういう位置づけなのですけれども、先生に御指摘いただいてい
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る検討というのは、こういう台数を出すということではなくてということでしょうか。 

○顧問  騒音に与える造成時の残土搬出の影響もきっちり計算されていることに気づき

ませんでした。この表にあるように、コンクリート打設車時には、コンクリートミキサ

ー関係を380台ぐらいで、土壌の搬出に対しては800台ぐらいになる。それは予測に反映

して交互に運ぶかもしれないのだけれども、それは予測評価の条件に入っているという

ことで了解しました。 

○事業者  ありがとうございます。 

○顧問  もう一つよろしいでしょうか。質問させていただきます。 

○顧問  よろしくどうぞ。 

○顧問  補足説明資料の46ページの図に、コンクリートミキサー車の想定ルートと基地

が描かれています。本来なら、ここに沿道調査地点を描いていただければよかったので

すけれども、この辺が分かりにくいと思いました。今後、評価書をまとめるときに、騒

音・振動だけではないかもしれないのですけれども、調査地点の設定根拠という表をき

っちりつくっていただいて、騒音の関係だと、工事であるとかなんとかの環境要因の区

分があって、騒音地点の記号と番号があって、そして設定根拠として環境なら地区名で

あるとか集落名と、その選定根拠が描かれるし、沿道であれば、面する道路の種類、路

線名と選定理由をまとめていただきたいと思います。これはコメントです。まずいかが

でしょうか。 

○事業者  分かりやすい準備書というところで努めているところではございますけれど

も、いただきました御指摘を踏まえまして、この北鹿児島の評価書でも反映するととも

に、他事業でも反映できるよう努めてまいります。 

○顧問  ３つ目、よろしいでしょうか。 

○顧問  どうぞ。 

○顧問  補足説明資料の39番です。ページで言うと104ページになります。私の質問は、

超低周波音に関しては、影響の程度に関わらず、受音側の感じ方が異なることも想定さ

れることからということで、事業者が評価の結果を書かれていました。そもそも風力発

電機周辺で観測される超低周波音については、感じ方が異なるというよりは、感じるも

のではないレベルであるということがあるので、必要ないと私は申し上げたのですけれ

ども、事業者としては、住民の方への説明がかなり難しいということで、どうしてもこ

のように残したいということは理解できました。 
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  超低周波音については、科学よりも風評を信じる人が住民の中には非常に多いという

ことで、説明することが難しいことは私も理解できます。それから、学識経験者の中で

も、超低周波音がどのようなものであるかということを知らないのに、風評を信じてし

まう人が多いという現状があるのです。これは大変困ったことですけれども、私が説明

する場合には、超低周波音というのは、音波ではあるのですが、体には感じないような

風、又は風圧であると説明していただいた方がいいと思います。聞こえるものではなく

て、感じるとすると風のように感じる。強力な超低周波だと、髪の毛がわっと動くとか、

服がゆらゆらと動くとか、そういう風と同じような現象が発生すると説明していただけ

ればと思います。 

  音圧レベルで100デシベルというのが、感じる感じないの辺りのＧ特性音圧レベルの

ところで出ていますけれども、100デシベルというのは、物理的に言うと２パスカルなの

です。２パスカルというのは、２ニュートン/m2、１m2当たり２ニュートンの力が加わる

ということです。１ニュートンとは1kg（キログラム）の質量を１m/s2で動かすときの力

です。重力加速度9.8m/s2を10m/s2と近似して表現すると、２ニュートンとは0.2kg重/m2、

つまり、１m2の面積に200gのおもりを乗せたぐらいの力が加わるというぐらいなのです。

ですから、この力だと、風が吹くと皮膚でも微風として感じるかもしれません。 

  大体予測値として出てくる数字というのは、超低周波音で60デシベルぐらいのオーダ

ーがほとんどだと思います。60デシベルというと0.02パスカルであって、0.02ニュート

ン、これは重力加速度で言うと１m2当たり２g、だから水２ccぐらいの重さのものを１m2

のところにひょっと乗せたぐらいの力が体に加わるということです。ほとんど感じない

ということですし、力学的に風として人体に作用すると、それがなぜ病気に関係するの

かというのは、そもそも科学的証拠が全くないということですので、ほとんどが過去の

マスコミ等によるいろいろな報道から出てきた風評に相当すると思います。 

  ちょっと大変かもしれませんけれども、鹿児島の方も超低周波音に大変関心を持って

いらっしゃると思いますので、今申し上げましたような微風、大きな超低周波音であっ

ても、それは風のようなものだと説明していただければと思います。 

  では、風と超低周波音は何が違うかというと、超低周波音は音波なので、１秒間に340

ｍ進みます。風はそうではなくて、１秒間に３ｍとか５ｍぐらいしか進まない、これが

大きな違いなのです。計測器は風圧も音圧も区別できなくて測られてしまうので、大き

な数字が出てきたとしても、それが音圧なのか風圧なのか分からないということが往々
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にしてあります。ですから、方法書時点では、風速と超低周波音の関係を整理してくだ

さいといつも意見を出していますけれども、それはそういう意味だと理解してください。 

  ちょっと長くなりましたけれども、できるだけ風評が立たないように、地元の方には

丁寧に説明していただきたいというコメントになります。 

○事業者  この回答にも書かせていただきましたけれども、数字上で影響がないという

御理解をいただくのが難しいところです。住民説明会であったりとか、個別にお話しす

る際にも苦慮しております。そうした中で、今、先生からいただきました、風であると

か風圧という事例を持って説明するところも、今後の工夫として検討させていただきた

いと思っております。 

  そのほか、事業者としては、住民説明の際に、実際に風車の騒音を測定した状況のビ

デオであったり、それを用いて実際に音を聞いていただいたり、そうした努力をしなが

ら御理解に努めているところではございますので、引き続き知見等も積み重ねながら、

御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。 

○顧問  了解しました。 

○顧問  そのほかいかがでしょうか。水関係の先生、先にお願いします。 

○顧問  補足説明資料の質問49の中で、濁りの計算のときに、補正滞留時間の計算をさ

れていますが、この補正滞留時間が何を表しているのかが少し分からなかったので、そ

れに対する質問を49番、177ページのところでさせていただきました。算出方法について

具体的に回答いただき、ありがとうございます。これを見させていただいて、そういう

考えもあるかと思いました。また、なるべく実際の現象に忠実になるように計算をしよ

うという工夫をされていると感じました。ただ、計算の方法、考え方自身があまり説明

されずに記載されているので、ちょっと分かりにくいということが１つ。 

  考え方としては、質問２で少し書きましたけれども、２つの濃度が合体するときに、

それぞれの粒度分布が同じであるという仮定を置けばもっと簡単に求められるが、どち

らの方法もメリット、デメリット等があると思いますので、それについての御意見をお

伺いしました。どちらがいい、どちらが悪いというのは、実験ができるわけではないの

で、どういう仮定を置くかということだと私自身も理解しています。 

  いただいた回答の中にあるように、実際に計算してみると、もとも計算していただい

た方が安全側になりますということで、安全側という観点から言えば、若干の安全側で

すけれども、もともと提案していただいた形でもいいのかと思います。あとは、どのよ
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うに現象を考えるか、またどういう仮定を置くかということですので、今の段階ではど

ちらを使ってもいいのかと個人的には思っています。 

  ただ、いずれにしましても、どういう仮定を持って考えたか、どういう条件でこうい

う式を用いているかというところだけはちゃんと押さえた記述をしていただきたいとい

うのが私からの希望です。 

○事業者  今回、準備書で用いていた補正滞留時間の計算については、先生から御意見

をいただきました点で、できるだけ実際に起こっている事象を計算で再現したいという

思いから変更したものになります。 

  先生から御指摘いただいた手法、考え方も、考え方としては十分適用可能と思ってお

りまして、どちらを用いるかは、ほかの事例であったり、ガイドライン等を調査しなが

ら、評価書に向けて手法等を検討していきたいと思っております。いずれにしても、準

備書の記載は御説明が足りていなかったと私も感じておりますので、その点に関しては、

評価書に向けて記載等を修正して、分かりやすい図書の作成に努めていきたいと思って

おります。 

○顧問  是非分かりやすい形で記載していただくように、また仮定は、ちゃんとそこら

も含めた評価ということになると思いますので、そこだけはよろしくお願いいたします。 

○顧問  動物関係の先生に行く前に、ほかの水関係の先生、先にお願いします。 

○顧問  今の先生の質問、コメントに関連するわけではないのですが、私からも水環境

について、たくさんの質問やお願いをいたしました。それについては、非常にたくさん

の補足データ等をつけて検討していただきまして、どうもありがとうございました。全

体として必要なデータの不足とか、記載の誤りとか、先生がおっしゃったような説明不

足とか、そういう点は若干あるように思います。その辺のところは評価書でしっかり記

載していただきたいと思います。 

  水環境の検討の中身を見せていただいた限りでは、かなり丁寧に細かく検討していた

だいているという感想です。例えば、補足説明資料51番で、沢の調査について確認させ

ていただきましたが、かなり細かく調査して、評価に反映していただいている。大変結

構なことだと思いました。 

  また、準備書の657ページに水質の予測手順が示されていますが、ここでは最近の他の

地点とちょっと違う予測手順を踏まれていると思いました。いわゆる水質の予測地点で

の浮遊物質量の濃度予測計算をした上で、よく使われている濁水の到達距離と林地の傾
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斜の関係式を用い濁水の河川等への到達可能性を検討して、それを反映した予測地点で

の濃度予測結果を出すという予測手順は、個人的な感想としては、大変良い方法と私は

思います。 

  最近の地点では、この濁水到達距離と林地の傾斜の関係式から到達するしないを計算

して、予測地点での濁水の予測は省かれているケースが多いですが、個人的には、濁水

到達距離の関係式は、せいぜい数ｍの林道の工事に伴う濁水の予測への適用を想定した

もので、この風力発電のケースにどこまで適用性があるのか日頃から考えているところ

です。そういった観点から、今回の予測手順というのは、より望ましい手順のように私

は思っています。以上が感想です。 

  それから、あと１つは確認ですが、補足説明資料56番の濁水到達の推定距離を考慮し

た河川の濁水中の浮遊物質量濃度の計算結果について、事業者として何が言いたいのか

がよく分からないので、説明を補足していただきました、これは確認なのですが、結局、

濁水の地面への浸透等を考慮しても最大の濁りの濃度が発生する地点については効果が

あまりなくて、最大の濁り濃度の影響は変わらないということが言いたいのですか。 

○事業者  まず前半の御感想に関しまして、ありがとうございます。私としても、先ほ

どのほかの先生からの御指摘、できるだけその実情に即してリスクを考えていきたいと

いう思いもありまして、沢調査を行い、濁水到達の距離を計算して、実際にそれが表流

水に混合していくのかということを沢調査することで、その辺りの実情が分かってきま

すので、そういったところも踏まえていたのですけれども、濁水到達の式のプラスアル

ファといったところもちょっと難しいところがある中で、予測地点に対する予測結果と

しては、濁水到達を考慮する場合と考慮しない場合とで両方合わせてお示ししていると

いうことになります。 

  今後も事例等を調査しながら、より適切なものはないかというところを検討していき

たいと思っております。 

  ２つ目の御意見のところなのですけれども、こちらに関しては、先ほど先生がおっし

ゃったとおりでして、ＷＰＷＦ17番は、濁水の到達の考慮をした場合でも、濁水が全て

放流水に混合する到達距離の範囲内において、表流水が沢調査で確認されておりますの

で、濁水到達を検討した場合でも、濁水が全て予測地点に位置する河川に混合していく

という結果になっておりますので、濁水到達の考慮を検討する場合でも、しない場合で

も増加量は同じ値になっているという状況でございます。 
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○顧問  分かりました。評価書の記載では、その辺の点をもう少し分かるように説明し

ていただければと思います。 

○事業者  評価書に向けて分かりやすい、丁寧にするように作成等していきたいと思い

ます。 

○顧問  動物関係の先生、お待たせしました。お願いします。 

○顧問  生態系の上位性注目種、Ａ欄でクマタカの予測評価についてですけれども、補

足説明資料の64番、203ページで一度質問したのですが、バードストライク、予測衝突数

がまだ多いペアがあるということです。 

  それから、他事業の事例でも示されるように、クマタカは風力発電が設置された後に

行動圏等を変化させたり、営巣を放棄する可能性があるということで、事後調査をとい

うことで、事後調査を行うという御回答でした。改めて準備書を見まして、準備書の1597

ページが東側のクマタカのペアの配置図になります。青色のラインで囲ったのがこれの

ペアの営巣中心域になっています。これを見ますと、営巣中心域がそれぞれのペアでび

っしり密着しているというか、こういうものは、クマタカについてはあまり見たことな

いです。これだけ密接している、高密度であるということを考えると、例えば住民意見

で、クマタカの影響を懸念される意見に対して、周りにまだ未利用の採餌好適地がある

ので、そちらに移動するだろうみたいな御回答をされているみたいですけれども、何故

ここに高密度に集まっているかという話になると、逆に採餌好適地が周りにあっても、

そちらの方に移動するというのはなかなか考えにくいのではないかというのが１つあり

ます。 

  例えば、環境大臣の意見で、かなり厳しい意見ですけれども、営巣中心域に複数の風

力発電設備が計画されていることから、風力発電設備の配置の検討が十分に実施されて

いないということで、具体的に風車のナンバーまで挙げて、これについては設置の取り

やめ、又は影響の回避、十分に低減できる場所に配置変更を行うことというのが出てい

ます。それもさもありなんという感じがするのですけれども、その辺のところ、クマタ

カの高密度なところでの風車の配置自体は変更する余地はないのでしょうか。 

○事業者  風車配置については、クマタカへの影響を考慮して、現在、配置変更につい

て、特に影響が大きいと懸念されるところについて検討しているところです。 

○顧問  非常に密度が高いところというのは、何か非常に特徴的なものがあると思いま

すので、なるべく影響を少なくするような場所を選んで、変更なり何なりを検討してく
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ださい。 

○事業者  そのような形で配置検討を十分行っていきたいと考えております。 

○顧問  そのほか、いかがですか。生物関係の先生、お願いします。 

○顧問  この地域、クリティカルな希少種が結構出ていて、環境大臣意見が出ておりま

す。知事意見の方でも出ております。 

  まず１点目、ヤイロチョウについてですけれども、一応工事の調整等で配慮していた

だくという環境保全措置を検討されているかと思います。全体的に、もともとヤイロチ

ョウは、一般的には谷とか、そういったところに生息することが多い種類で、餌となる

ミミズ等も谷のところで多いという傾向はあるかと思うのですけれども、確かに準備書

の791ページから793ページ辺りに調査結果が出ていて、東地区辺りで見ると、そういっ

た傾向がよく見てとれるかと思うのですが、今回、西地区に関しては、尾根沿いの対象

事業実施区域とかその周辺で割とよく確認されているようで、特に西地区の東側と西側

の間ぐらい、ちょうど真ん中の大きく下に湾曲した辺りですか、道が入ってきている辺

りで、目視確認とか鳴き声確認が結構集中して見られているのです。これはこの辺りで

繁殖しているということなのか、それとも何か理由があってこの辺でたくさん出ている

のか、分かりますでしょうか。 

○事業者  ヤイロチョウに関してなのですけれども、まず鳴き声や目視確認の時期が５

月頃なので、ちょうど繁殖期に当たる時期のさえずりなので、この地域で繁殖している

可能性はあります。 

  もう一点、なぜこの地域に集中していたかにつきましては、この辺、広く同じような

沢ですとか、湿潤な、ヤイロチョウが生息していそうな環境が同じように広がっている

ので、こちらとしても、なぜここに集中していたかという明確な理由は分からないので

すけれども、尾根沿いで確認されているというのが専門家の方からも、巣自体は谷沿い

に作るのですが、さえずりのアピール時には尾根のところでさえずることもあるという

ところで、そういったタイミングで確認した位置となると考えております。 

○顧問  もちろん５月の下旬だと、まだ渡ってきてすぐで、これから縄張りを構える時

期というのもあるのかもしれないですけれども、その辺もこのデータだけではよく分か

らなくて、あと、周辺で潜在的に生息地になりそうな場所があるという図は出していた

だいているのですが、やはりこの辺に集中しているところを見ると、改変の影響が本当

にないのかどうかというのが若干気になるところではあります。 
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  できるだけ開けた環境をつくらないような保全措置も検討していただいていると思う

のですけれども、ヤイロチョウに関しては、本当にどういう状況なのかというのが分か

るようなモニタリングを続けながら、工事は配慮した方がいいのではないかという感想

は持っております。これはコメントです。なので、ちょっと慎重に進めていただければ

と思います。その辺りでまた追加の保全措置があれば、評価書の段階で少しまとめてい

ただきたいと思います。 

○事業者  いただいた御意見を基に、今後、環境保全措置についてさらに検討していこ

うと考えております。 

○顧問  それから、もう一点ですけれども、植物の方では、ムラサキベニシダが恐らく

かなり希少な種ということで、改変区域にこちらも集中して出ているという状況で、今、

回避の検討をされているようですが、回避の際に、直接的改変というのもあるかと思う

のですけれども、林床に生えるような種類ですので、光環境が変化しないかとか、林床

が乾燥しないかとか、その辺りは配慮して回避措置を検討していただいておりますでし

ょうか。 

○事業者  回避に当たっては、ムラサキベニシダの生育地から改変地までの距離はある

程度確保するような形で、光環境はできるだけ変化を少なくして、乾燥についてもしに

くいような形での計画の検討をしております。 

○顧問  了解いたしました。その辺りで具体的な保全措置が分かるような形で評価書を

記載していただければということと、物によっては移植をしなくても、環境監視等で少

し見ていっていただきたいので、その辺も御検討いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

○事業者  そのような形で評価書の記載、それから環境監視についても検討していきた

いと考えております。 

○顧問  水関係の先生、手が挙がっていますが。 

○顧問  鹿児島県知事意見の(3)水環境のイについてちょっとお伺いします。この鹿児

島県知事意見のイのところで、現在、準備書において時間雨量80mmで濁り等の評価をさ

れていますけれども、これが過少ではないかという意見が出て、適切な降雨強度で再度

予測評価を行ってくださいという意見が出ていますが、これについてはどのように対応

される予定か、少し考えをお聞きしたいと思っております。 

○事業者  この意見は、鹿児島県の環境影響評価の際、専門家の方と審査会の中で、私
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ども、直近の強度を検討するに当たって、最近は豪雨の状況とかを踏まえながら、過去

10年間の気象観測所の時間降雨量の中から最大のものを選定するというところを御説明

したのですけれども、県の審査会の際には、そういう検討の場合には、例えば平年値も

30年で議論するというところで、30年間のデータを使った方がいいのではないか、それ

から、14年前だったかと思うのですが、この地域での豪雨があったというところで、そ

れが反映できていないのではないかという御意見をいただいておりました。 

  結果としては、今80mmで設定しているところが、すみません、今、具体的な数字が出

てこないのですけれども、81mm、82mmを記録したところなのですが、そこを適切に反映

するべきだという御意見をいただいておりました。 

  私どもとしては、直近で10年が適切かと思っていたのですけれども、御指摘の点をご

もっともと考えておりまして、過去30年ぐらい遡って、多いときにはどういう条件かと

いうところを確認して予測評価に反映させていただきたいと考えております。 

○顧問  分かりました。そうすると、先ほどの平成18年は81mmとか82mmだったというこ

とですか。 

○事業者  そうですね。81mm、82mmという数字だったと記憶しております。 

○顧問  どういう数字を使われるか、あれですけれども、基本的には定常計算をやって

いるので、80mmがずっと降り続いた場合という仮定での濁りの評価なので、結構厳しく

評価されているのかと私個人は思っているのですが、分かりました。その辺りはどのよ

うにされるのか、県とも十分御相談ください。 

○事業者  御指摘のとおり、いわゆる強度をどうするかというのは降雨時間とセットに

なるのですけれども、今、我々の結果は、それがずっと進んでいるというところで、安

全側にはなっていると考えております。その数字をどう設定するかというところですの

で、県からいただいた御意見を踏まえて、適切に反映させていきたいと考えております。 

○顧問  分かりました。 

○顧問  よろしいですか。 

○顧問  評価されるときに、例えば今の状況で、半日雨量とか一日雨量とかで考えると

このぐらいになりますということも申し上げてもいいのではないかという気はいたしま

す。 

○顧問  そのほか、よろしいでしょうか。それでは、私から一、二。 

  クマタカの予測フロー図が本体に出ていますけれども、電源開発の北海道の既設でク
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マタカの飛翔状況を見たときに、既設の事業実施区域の中はほとんど飛んでいなくて、

周りを飛んでいるという実態があります。この当該地点はクマタカの密度が結構高いの

で、これについては環境大臣意見がありますけれども、予測フロー図の中に、風車の稼

働に伴う飛翔頻度の低下、あるいは忌避といったレスポンスもちょっと考慮した方がい

いのではないかと考えております。 

  それから、関連してですけれども、現状の密度が非常に高いということなのですが、

やはり事後調査をしっかりしていただいた方がよろしいのではないかと思います。生態

系としてやるかどうかは別にしても、クマタカの飛翔の状況と併せて猛禽類の飛翔の状

況というイメージにもなるかと思いますけれども、飛翔とか繁殖状況、営巣の状況とい

ったものは事後調査をした方がよろしいのではないかと思います。これについてはいか

がでしょうか。 

○事業者  現在、風力アセスメントをやっている中でも、今回クマタカの確認というの

が多いところだったかと認識しております。地域特性というところで、私も今回鹿児島

をやらせていただいて、今まで検討事例が多かった北海道とか東北と環境が違っている

のだと思っているところです。 

  そうしたところで、風車の稼働によるレスポンスも、建ってみないと分からないとい

う部分もございますので、そうしたところは、先生にいただきましたとおり、事後調査

を今後、風車が建った後にさせていただきながら、知見を積み上げていく。検証は必要

ですけれども、その知見をまた別事業に反映していく、そうしたステップが必要になっ 

てくるのではなかろうかと考えておりますので、御意見いただきましたクマタカの飛翔

がどう変化していくかという事後調査は、対応していく方向で検討したいと考えており

ます。 

○顧問  よろしくお願いします。もう一点、事後調査でバット・バードストライクの調

査を実施されますけれども、調査頻度は基本的に月２回となっていますが、小型種につ

いては消失する時間が短いので、基本的に週１をベースに調査計画を立てていただきた

いと考えますが、いかがでしょうか。 

○事業者  この事後調査に関しましては、先生からも、他の方からもこういった御意見

をいただいているところでございます。 

  １つは、立地適正化手引き等もある中で、１つの基準を持ってやるというところで、

月に２回を前提とさせていただきたいと思っております。一方で、渡りでありますとか、
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今回、コウモリが多かった時期というのもありますので、そうした時期は頻度を増やし

ていくというところも地域の特性といいますか、状況に応じて反映していくところだと

考えております。 

  御指摘がありました小鳥類のところ、どこまでやるかというのは難しいところではあ

るのですけれども、実際に確認された状況と、それを保全措置にどこまで反映している

かというところで、少しメリハリをつけた対応にはなってこようかと現時点では考えて

いるところです。 

○顧問  それはよく理解はできるのだけれども、事業者として確実に、例えば週１ベー

スで１年とか２年とか何ヶ所かでやって、当たるリスクは小さいという具体的なデータ

を提示していただかないと納得しかねるところがあるのです。大きいものについては月

２回ペースでも十分ではないかという感じはしますが、小鳥類も重要種であるとかない

とかは別にしても、実際にどの程度当たっているのかという具体的なデータが出てきて

いないので、その辺は実際のデータとしてこうですというものを提示していただけると

納得するところがあるのですが、そういったものがなかなか出てこないので、どこかで

一回やらないといけないのではないかと考えています。 

○事業者  先生がおっしゃられることも、私どもコンサルの立場としても理解するとこ

ろではございます。その事業がこの事業なのかというところも少し思うところ、先生か

らいただいた御意見を少し検討させていただきたいと思います。 

○顧問  そのほか、よろしいでしょうか。魚関係はいかがですか、よろしいですか。お

二人の先生、いかがでしょう。 

○顧問  特にありません。 

○顧問  結構です。 

○顧問  了解です。それでは、一通り意見が出たと思います。大臣意見で結構厳しい意

見が出たり、知事意見でもいろいろ意見が出ていますので、評価書に向けてブラッシュ

アップしていただいて、分かりやすい評価書に仕上げていただきたいと思います。 

  それでは、事務局にお返しします。 

○経済産業省  事業者の方は、先ほどの大気関係の顧問の御質問、補足説明資料に反映

されていなかった分、全部お答えになりましたですね。 

○事業者  基本的にはお答えさせていただけたかという認識はしておりますが、もし書

面で再度必要ということでございましたら、御用意させていただきたいと思っておりま
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すが、いかがでしょうか。 

○経済産業省  もう既にお答えいただいたというのであれば、分かりました。 

  事業者におかれましては、本日、顧問からの御指摘等を踏まえまして、準備書に向け

てしっかり御対応いただければと思います。 

  それでは、本日はＡＲ風力発電株式会社の（仮称）七尾志賀風力発電事業方法書、電

源開発株式会社（仮称）北鹿児島（西地区・東地区）風力発電事業準備書の審査は、こ

れをもって終了させていただきたいと思います。 

 

＜お問合せ先＞ 

      商務情報政策局 産業保安グループ 電力安全課 

      電話：03-3501-1742（直通） 

      FAX：03-3580-8486 


